


発注する建設工事その他の事務又は事業の執行により暴力団の活動を助長し、又は暴

力団の運営に資することのないように、暴力団員及び暴力団関係事業者を入札、契約

等から排除していることを承知していること。 

⑺ 次に掲げる者のいずれにも該当せず、また、今後もこれらの者に該当することのな

いこと。 

ア 役員等（申出者が個人である場合にはその者を、申出者が法人である場合にはそ

の役員又はその支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表

者、申出者が団体である場合は代表者、理事等をいう。以下同じ。）が暴力団員（札

幌市暴力団の排除の推進に関する条例第２条第２号に規定する暴力団員をいう。以

下同じ。）であると認められる者。 

イ 暴力団（札幌市暴力団の排除の推進に関する条例第２条第１号に規定する暴力団

をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者。 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる者。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると

認められる者。 

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め

られる者。 

⑻ 札幌市競争入札参加停止等措置要領（平成 14 年 4 月 26 日財政局理事決裁）の規定

に基づく参加停止の措置を受けている期間中でないこと。 

 

４ 企画書の提出方法等 

⑴ 提出方法 

電子メールとする。 

⑵ 提出期間 

令和７年２月３日（月）～令和７年２月 21 日（金）17 時までの土曜日、日曜日及び

祝日を除く日。 

最終日を除き、受付時間は８時 45 分から 17 時 15 分までとする。 

⑶ 提出先 

上記１のとおり。 

 

５ 提案説明書の交付方法 

令和７年２月３日（月）からまちづくり政策局政策企画部ホームページにて公開。 

 

６ 選定方法 

⑴ 一次審査（書類審査） 

提出された書類を企画競争実施委員会により審査する。提出者が少数の場合は省略

する場合がある。 

⑵ 最終審査（ヒアリング） 

企画競争実施委員会においてヒアリングを実施する。最低基準点以上の者のうち、

委員の評価の合計点数が最も高い企画提案を契約候補者とする。合計得点が同点とな



った場合は、実施委員会の協議により決定する。 

 

７ その他 

⑴ 以下の場合には、実施委員会において審査のうえ、失格となることがある。 

ア 提出書類に虚偽の記載、その他不正の行為をした者 

イ 本要領に定める手続き以外の手法により、実施委員会の委員及び市職員から助

言、援助その他審査の公平を疑われるような行為を受けた者又は当該行為を求めた

者 

ウ 本企画競争の手続期間中に指名停止を受けた者 

エ 提出書類の提出期間、提出場所、提出方法、記載方法等が、本要領及び各様式の

留意事項に適合しなかった者 

オ 審査の公平性を害する行為を行った者 

カ その他、提案説明書等に定める手続、方法等を遵守しない者 

⑵ 企画競争に係る一切の経費は、参加者の負担とする。 

⑶ 提出された企画提案書等は返却しない。 

⑷ 提出された企画提案書の訂正・追加・再提出は認めない。 

⑸ 同一の事業者からの複数の企画提案書の提出は認めない。 

⑹ 詳細は提案説明書による。 

 


